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１.導入 

○HACCPとは？  HACCPとは、世界で標準的に活用されている衛生管理の手法です。  日本では 2020年 6月 1日に食品衛生法の一部を改正する法律が施行され、食品取扱い事業者

はこの手法に沿った衛生管理を構築し運用していくことが制度化されました。     食品衛生法施行規則に定められた一般衛生管理、及び HACCPに沿った衛生管理に関する基準に従って、以下の 4つの事項が求められて 

います。     

○本手引書について  この手引書は、給食サービス事業者の皆様が HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画を策

定することとその運用に取り組むための一助となるように作成されたものです。製造工程上で

の重要ポイントが明確に把握できるようになっています。現場で具体的に展開し易いよう、関

連する記録様式、記入例なども併せて記載しました。 

○想定している対象業種、業態、施設規模、従業員数  本手引書が主に対象としている業種、業態、施設規模、従業員数、対象食品は以下の通りです。 

・対象業態： 学校、病院、介護老人保健施設、老人保健施設、児童福祉施設、社会福祉施設、寄

宿舎、事業所で特定の者に対して継続的に食事を提供する委託給食事業者 

※配送は含みません。配送等を行う委託給食事業者は、別途衛生管理を検討する必要があります。 
・対象となる施設の規模：食数等の規模に関わらない 

・対象となる従業員数：１施設当たり１名～ 

〇注意が必要な給食の形態  きざみ食やミキサー食等は、常食に比べてリスクが高い形態の給食です。ミキサー等の器具の
洗浄・殺菌や、手指の衛生、温度管理について、さらに意識をして確実に励行してください。 

○本手引書の活用方法 

本書を参考にしながら、自社の衛生管理のルールについて「いつ」「どのように」実行するのか、

「問題があった時にどのような処置をとるのか」を明確にして整理・把握し、自社の衛生管理

計画（P.34参照）を決定してください。 

現在、マネジメントや衛生管理のレベルが高い事業者は、本手引書に記載されている内容以上

の計画を立て、運用されていることでしょう。そのような事業者はレベルを落とす必要はなく、

自社のルールを継続してマネジメントし、衛生管理体制をブラッシュアップしていってくださ

い。 
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○給食業態の食中毒発生状況 

厚生労働省の食中毒統計資料から、給食関連施設で発生した食中毒発生件数と患者数を過去 5

年分集計したところ、以下のような結果となりました。発生件数ではノロウイルスが最も多く、

ウェルシュ菌やカンピロバクターによる食中毒も毎年発生しています。 

 

 

発生件数に対し患者数について、ノロウイルス、ウェルシュ菌は、１件当たりの患者数が多く、

食中毒が大規模化し易いことが分かります。 

 

 

 

給食施設で発生し易い食中毒事故をしっかりと理解・把握し、自社で食中毒事故を起こさない

ために衛生管理の計画を立て、確実に実施してください。 

化学物質の殆どは 

ヒスタミンが原因 



p. 3 
 

〇給食の現場で注意しなければならない主な原材料や環境由来のハザードとその対策 

 ハザードとは“衛生管理を邪魔する敵”です。ヒトや環境由来のハザードは、一般衛生管理を

確実に実施することで概ね制御することができます。原材料由来のハザードは、魚介類であれ

ば腸炎ビブリオ、卵であればサルモネラ属菌、のように原材料毎に異なり、対抗策も菌の特徴

によって異なります。以下に、給食の現場で注意しなければならないハザードとその対策をま

とめました。 

  

 

※ヒスタミン生成魚： アジやイワシ、サバ等赤身の魚に多い 
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 ２.管理体制 

衛生管理のシステムを効果的にまわしていくために、自社で作り上げた衛生管理計画が、現場

で形骸化することのないような仕組みを、以下の事項を参考に取り入れてください。 

  

〇 ルールを確実に運用できるよう、階層の責任や権限を把握しましょう。 

＜役割の明確化の例＞ 

各階層 HACCP の考え方を取り入れた衛生管理に関する責任･権限 

 

本部 

(安全衛生､品質管理､総務等) 

衛生管理計画の具体的なルール（一般衛生管理のルール、工程管理のルール）の整備・

策定、教育訓練計画の策定・実施、計画の改善・更新 

 

各エリア責任者（SV 等） 教育訓練計画に基づいた教育の実施、本部・施設とのコミュニケーション、運用の検

証、是正処置 

 
現場責任者（栄養士等） 教育訓練計画に基づいた教育の実施、運用の検証、是正処置 

 
現場担当者 一般衛生管理・工程管理のルールの実行、実行した記録を残す 

 

〇 ルールを整備しましょう 

衛生管理計画は、一般衛生管理のルールと工程管理のルールから構成されます。 

現状、自社に既にあるルールはそのまま継続して運用できます。ルールに不足分がないかを

確認するために、｢衛生管理計画｣とその記入例を活用することをお勧めします。具体的な自

社の衛生管理計画を立案し、実行してください。 

 

 

☛衛生管理計画 
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〇 教育を実施しましょう 

全員が決められたルールを確実に実行できるように、時期や従業員のレベルに合った教育を

実施してください。OJT や朝礼等で実施してもよいでしょう。 

      

 

〇 ルールを実行し、記録に残しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 きちんと実行できているか確認しましょう 

ルールが現場できちんと実施されていたか、ルールが有効に機能し安全な食事を提供できて

いるかを確認するために、現場の責任者が「記入漏れがない」「基準から外れていない」

「基準から外れていた時に処置の記録がある」ことを確認し、問題なく実施できていること

の証明としてサインします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

〇 計器類の管理をしましょう 

中心温度計などは、正確な温度を計測するために氷水等を用いて適宜精度確認を行いましょう。

必要に応じ、交換してください。 

 

 

   

ココで確認した記録を残す！ 

※全てを責任者が確認するのではなく、必要に応じて 

別の従業員に確認する権限を委譲しても OK 

HACCP の考え方を取り入れた衛生管理では、記録は第三者

に自分たちが実施した活動を証明できる重要な証拠となり

ます。 

数字や○×をただ書き残しているのではなく、書き残すこと

で確認・点検を行うため、不適切な状態を発見しやすくなり、

迅速に必要な措置を取ることができます。万が一の事故発生

時には、過去の状況を記録で確認することで、早期解決や被

害の拡大を防ぐことが可能となります。 

記録は、自社で決定した期間保管してください。 
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３.一般衛生管理 

一般衛生管理のルールを確認してください。記録が必要と思われるポイントには 

のマークを記載していますので、記録様式も参考にして自社の衛生管理計画を整理してください。 

○食品取扱者の衛生管理 

下痢やおう吐、発熱等体調が悪い時は、ノロウイルスや食中毒菌を保有 

している可能性が高くなります。出勤せずに、責任者に申し出ましょう。 

また、健康状態を就業前に記録しましょう。 

＊健康状態の申告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊手の状態、爪、装飾品 

爪には多くの菌や汚れが、傷や手荒れ、化膿創、吹き出物の表面には、多くの黄色ブドウ球菌

が存在している可能性があります。爪は短く切り、日常のケアで皮膚の健康を維持しましょう。

手などの状態は、健康状態と一緒に就業前に記録しましょう。また指輪、腕時計、ピアス、マ

ニキュア等の装飾品は、全て外しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊身だしなみ 

  人に由来する異物や微生物を厨房に持ち込まないように、また食品への毛髪混入や唾液等に

よる汚染を発生させないように、清潔なユニフォーム・マスクを着用し、身だしなみを整え

ましょう。またトイレに行く時は、履物等を替えましょう。 

 

 

 

 

 

☛従業員健康管理記録表 

 

 

 

 

☛○○○○ 

 

とても大切！
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＊手洗い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊手洗い 

手指は汚れや食中毒菌が付着している可能性があります。汚染された手で作業を行うと器具

や食品を次々と汚染させてしまいます。いいかげんな手洗いは、事故のもと。全員が正しい手

洗いを実行しないと、意味がありません。人から食品へ、人から人への二次汚染（感染）を防

ぐには、正しい“タイミング”と“方法”で手洗いを実施することが重要です。 

 

 

とても大切！
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○施設・設備の衛生管理 

 ＊５S 

  ５S は一般衛生管理の基本です。日常的に実施できるようにしましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異物混入や、期限
切れ食品の誤提
供、作業効率の低
下に繋がります。 

習慣づけ（Shukan） 
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○器具等の衛生管理 

 ＊使い分け 

  肉類・魚介類・野菜類などの原材料には、それぞれに特有の食中毒菌が付いています。同じ

器具を別の用途で使用すると、食品や器具が相互に汚染されることになります。必要に応じ

て用途別に区分した専用の器具を使用しましょう。 

  

 

 

 

 

＊洗浄・殺菌の基本 

 器具を洗浄・殺菌する際の基本となる流れを示しました。 

 現場の運用のし易さや、対象となる器具の材質に見合った方法を選択してください。 

 特に直接食品に接触する調理器具は、洗浄後確実に殺菌することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加熱用まな板  生食用まな板 

 

 

とても大切！
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○使用水の管理 

                  

                  

                  

 

 

 

〇食品等の取扱い 

 ＊品質・期限管理 

                  

                  

                  

 

 

 

 

 ＊交差汚染・二次汚染防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用する水（食品製造用水）は安全なものでなければなりませ

ん。1 日 1 回以上、蛇口から出る水の状態を確認し記録しまし

ょう。異常が認められる場合は、使用を中止してください。 

井水や貯水槽を使用している場合は、法律に則って適切に管理

しましょう。 

   

期限切れ食品の使用・提供は、腐敗や品質

劣化などにより食品事故に繋がる恐れが

あります。先入れ先出しを実施しましょ

う。必要に応じて、定期的に食品庫内等の

棚卸を実施し、期限切れ食品や日付不明品

を廃棄しましょう。 

 

 

保管する場合は密閉し、なるべく汚染

度の高い、原材料（加熱前の肉や魚）を

下段に、汚染度の低い食品（調理済み

食品）は上段に保管しましょう。 

   

シンクや作業台を介して食品が汚染さ

れないよう、解凍用シンク・野菜用シ

ンク・洗浄用シンク、下処理用作業台・

盛付用作業台等、専用化しましょう。

専用化が困難である場合、シンクや作

業台の洗浄・消毒を徹底しましょう。 
 

     

保管中は、蓋やラップ等で覆ったり、

クリップ等で密閉しましょう。 

周囲から汚染を受けない高さで保管し

ましょう。 

 

 
 

 

    

 

作業や保管は、ゴミ箱の近くや薬剤の

近く等、汚染や混入の恐れのない場所

で行いましょう。 

× 

× 

☛使用水点検記録表 
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＊温度管理 

 

 

 

 

 

 

 ＊油の管理 

 

 

 

 

 

 

○検食の実施 

 食中毒が疑われた場合、原因究明のための調査が行われます。その原因をつきとめる手掛かり

になるのが『検食』です。忘れないように保存しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

必要に応じて衛生手袋を着用し、食品

への二次汚染を防止しましょう。 

 

 

 

   

  

フライヤーの油は、継ぎ足しや交換を

しましょう。 

解凍や保管、加熱、冷却時には、適切に

温度管理を実施し、菌の増殖や残存を

防止しましょう。 
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○廃棄物・排水の取扱い 

 ゴミ集積所では異臭や蝿の発生源とならないよう蓋をし、定期的に清掃しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○そ族・昆虫対策 

 そ族及び昆虫などの有害生物が施設内へ侵入や発生することで、二次汚染や異物混入を引き起

こさないよう、管理しましょう。 

 ＊対策 

 ・必要に応じて捕虫器を使用する 

・出入り口や厨房の扉・窓を開放しない 

・施設・設備を定期的に清掃し、汚れの蓄積を防ぐ 

・生ゴミなどは早めに捨てる 

・施設が老朽、破損している場合は、施設側に報告し 

補修を検討してもらう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分別については必ず管轄の自治体の条例や施設の指示に従いましょう。 

  

魚の内臓や肉などの食品残さ、油分が公共の下水溝に流れ込

まないように、排水溝や排水口には目皿やグリストラップを

設置しましょう。回収した汚泥や油分は、産業廃棄物です。 
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○事故発生時の対応 

 万が一、食中毒や重大な異物混入事故が疑われる事態が起こった場合、速やかに原因を特定す

るため、また被害を最小限に留めるために、社内対応ルールを整備しておきましょう。 

 

 ＜食中毒事故が起こった際の対応フロー例＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜食中毒事故が起こった際の対応フロー例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生 

喫食者にて食中毒の疑い発生 

 

■届け出及び検知 

医師から保健所に電話 

 

 

 

【直接、施設側から連絡を受けた場合】 

食品事業者側として確認しておくべきポイント 

① 医療機関を受診しているか聞き、診断書を確認させていた

だく。（受けていなければ医療機関を受診して頂くように勧

める。） 

まずは先方の体調を気遣うことが大切です。 

② 食中毒の疑いのある方の氏名・住所・年齢・性別・症状お

よび発症時期などを聞きとり、保健所に連絡する。 

【喫食者が医療機関へ先に受診していた場合】 

医療機関→保健所→食品事業者へと連絡が入るケースが多い。 

 

食品衛生法 

食中毒患者等を診察し、又はその死体を検案した医師は、直ち

に最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない 
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■調査 

保健所の職員が調査実施 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査結果の分析・特定 

食中毒の原因を特定 

 

  

 

■対策 

被害拡大防止対策と再発防止策 

 

 

 

○対人調査 

・疫学的調査（発症日・症状等） 

・検査（患者糞便等） 

・喫食状況調査（共通食の有無等） 

○対物調査 

・検査（食品・使用水・施設の拭き取り） 

・施設調査（調理加工状況等） 

・販売系統調査（食材流通経路、食材検査等） 

保健所から｢食中毒調査｣に関する連絡があった場合、 

調理現場では ●調理場の現状維持 ●調理担当者の勤怠・体調確認  

●検食の実施確認 ●書類の確認 ●原材料仕入れ先の確認  

などの対応が必要です。 

その他保健所の指示に従い、原因が疑われる食材を組織の管理下に置きましょう。 

※証拠隠滅を疑われるため、食材を勝手に廃棄しない 

診察した医師の診断、発症数、患者発症の時間（時間・地域・集団）、

喫食状況、施設調査、細菌学または理化学検査等の結果から、原則と

して保健所長が食中毒であるか否かの判断を行う。 

 

・原因物質の推定及び決定   ・原因食品及び食材の推定及び決定 

・原因施設又は発生場所の決定・汚染源及び汚染経路の推定又は決定 

保健所の指示に従い、速やかに対応する。 

～対応例～ 

・営業自粛または停止 

・推定原因食品の販売・使用・移動等の禁止（指示に従い廃棄する） 

・調理従事者が保菌者である場合には食品に直接触れる作業への 

従事の禁止 

・関係者への必要な情報提供 

・従業員への施設基準、管理運営基準等の遵守を指導 

・従業員への衛生指導、衛生教育の実施 
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○情報の提供 

食品安全は、フードチェーンに関わる組織の人々が各段階に適した必要な業務を遂行すること

で達成されます。その際に、コミュニケーション（情報の提供）を行うことは大変重要な要素

となります。関連組織とのコミュニケーションの経路や内容に不足やミスがないかを確認し、

情報の伝達を確実にしましょう。 

 

 ＜情報の提供の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

当該組織から 

・受託施設、喫食者への情報提供 

  個別対応食（栄養制限、形態）、アレルギー、提供・喫食方法等  

・保健所への情報提供 

  検食、検便、各種記録等（要請があった場合） 

・組織の統括組織（本部）への情報提供 

  報告･連絡･相談、定期報告、クレームとその処置、サプライヤーに関する情報等 

・サプライヤー、配送業者への情報提供 

  異常時の改善要望、緊急時の情報開示要請等 
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４.工程管理（HACCP） 

○提供食品のグルーピング 

 全ての食品は、原材料として受入れられてから、加熱調理や冷却工程などいくつかの温度変化

を経て提供されますが、受入れから提供までの間に、その食品の品温が食中毒菌の増殖する危

険温度帯 （10～60℃）を何回通過するか？によって４つの温度変化のパターンに分けられま

す。提供される全ての食品は４つのうちのどれかのパターンに必ず属すため、どのような調理

工程を辿る食品かによって、以下のようにグループ分類することができます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ分類の例 

    

 

    

 

 
麺 

加熱後冷却するもの､または 

加熱後冷却し再加熱をする 

もの 
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○グループ毎のフローと各工程での要チェックポイント
それぞれのグループについて、原材料の受入れから提供までを調理工程に沿って、注意しなければ
ならない管理のポイントを表示しています。分かりやすいよう、各グループ毎に代表的なメニュー
を例に示していますので、それぞれのグル―プでのポイントを把握してください。

詳細☛P.26参照



P.18

確実な殺菌

詳細☛P.28参照

③

③ ③
二次汚染防止

詳細☛一般衛生管理
（P.6～）参照

⑦

⑦

⑦

温度管理
（冷蔵保存）

詳細☛P.31参照

P.18～19両開きとなります



P.19

③

特に重要

※調理終了後２時間以内に喫食できることが望ましい



P.20P.20～21両開きとなります

温度管理
(加熱調理）

詳細☛P.29参照

④

温度管理
(温蔵保存)

②

温度管理
（冷蔵保存）

詳細☛P.27参照

二次汚染防止

詳細☛一般衛生管理
（P.6～）参照

⑥

詳細☛P.31参照

④

⑥



P.21

特に重要

※調理終了後２時間以内に喫食できることが望ましい



P.22P.22～23両開きとなります

温度管理
(加熱調理）

詳細☛P.29参照

④

⑤

温度管理
（冷却）

詳細☛P.30参照

二次汚染防止

詳細☛一般衛生管理
（P.6～）参照

④

⑤

⑦

⑦

温度管理
（冷蔵保存）

詳細☛P.31参照

⑦

特に重要



P.23

⑤

④

※調理終了後２時間以内に喫食できることが望ましい



②

温度管理
（冷蔵保存）

詳細☛P.27参照

P.24P.24～25両開きとなります

二次汚染防止

詳細☛一般衛生管理
（P.6～）参照

確実な殺菌

詳細☛P.28参照

③

温度管理
(加熱調理）

詳細☛P.29参照

④

⑤

温度管理
（冷却）

詳細☛P.30参照

温度管理
(温蔵保存)

⑥

詳細☛P.31参照

④

⑥

●適切に解凍

特に重要



P.25

③ ③
④

⑤

特に重要 特に重要

※調理終了後２時間以内に喫食できることが望ましい
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●工程管理（HACCP） 

 注意しなければならないポイントについて、「なぜ注意しなければならないのか？」といった理

由を確認してください。それぞれのポイントで「危険を回避するためのルール・基準」などの例

を示しています。記録が必要と思われるポイントには        のマークを記載していま

すので、記録様式も参考にして自社の衛生管理計画を整理してください。 

 

 

 

○受入れ時の危険を回避するルール（例） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○異常時の対応（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

     

 

 

 

☛異常の際の検収記録表 

 

納品された商品について、以下の項目に問題がないかを確認

する 

 

＜検収時確認項目＞ 

・要冷蔵品は冷たく、要冷凍品は解けていない 

・賞味期限・消費期限内である 

・鮮度不良がない（変色､変質､異物､異臭､霜等） 

・包装異常がない（破袋､穴､汚れ･ゴミ付着等） 

＜異常があった場合の対応＞ 

責任者に報告の上指示を仰ぎ、メーカーや卸業者等への返品・

交換を行い、代替品を入手する 

 

＜記録＞ 

異常があった場合の対応内容を記録する 

☛○○○○ 

 

 
～なぜ実施する必要があるの？～ 
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○故障等に起因する菌の増殖を回避するルール（例） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

○異常時の対応（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

  

☛冷機器温度記録表 

始業時と終業時に、冷機器の温度が基準内であることを確認

し、記録する 

＜機器類の基準温度＞ 

・冷蔵庫： １０℃以下    

・冷凍庫：－１５℃以下    

・検食用冷凍庫：－２０℃以下 

 

※原材料、製品等により保存温度が一律ではありません。 

（大量調理施設衛生管理マニュアルの別添１では、生鮮魚介類は 5℃以

下、液卵は 8℃以下、バター･チーズ･練乳、ナッツ類、チョコレートは

15℃以下、それ以外の冷蔵品は 10℃以下、凍結卵は－18℃以下、それ以

外の冷凍品は―15℃以下となっています。） 

各現場で機器の数や保管する食品に応じて基準の温度を設定しましょ

う。 

＜基準の温度を逸脱した場合の対応＞ 

扉を閉め、暫く置いて基準内であることを確認する 

それでも基準を逸脱している場合は責任者に報告の上 

指示を仰ぎ、機器のメンテナンスや、当該機器内の食品を

他の正常な冷機器に移す等の対応を行う 

＜記録＞ 

記録様式に温度、対応内容を記録する 

 

 
～なぜ実施する必要があるの？～ 

 
10 



p. 28 
 

 

 

 

○殺菌不足を回避するルール（例） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☛野菜殺菌記録表 

 

洗浄済みの野菜や果物を殺菌する際に、適正な塩素濃

度と時間で殺菌されていることを確認し、記録する 

 

＜殺菌時確認項目＞ 

特定の濃度になるように予め決められた方法で 

希釈し、浸漬する 

 

・殺菌開始前の殺菌液の濃度 

 （次亜塩素酸ナトリウム 200ppm） 

・浸漬時間 

 （５分） 

 

※殺菌液の使いまわしは厳禁 

 

  

 

・浸漬時間 

 （５分） 

 殺菌液の使いまわしは厳禁 

   野菜をよく洗浄する 

↓ 

   

殺菌液を調整する 

↓ 

よく洗浄した野菜を殺菌する 

  ↓ 

  殺菌後の野菜はよくすすぐ 

③ 

とても大切！

 

確実な殺菌 

※次亜塩素酸ナトリウム溶液は、200ppm（200mg/L）で 5 分または 100ppm（100mg/L）で 10 分が目安 

※200ppm の調整：水 3L の時、5％次亜塩素酸ナトリウム溶液は約 12mL 

※100ppm の調整：水 3L の時、5％次亜塩素酸ナトリウム溶液は約 6mL 

※次亜塩素酸ナトリウム溶液以外にも、これと同等の効果を有する亜塩素酸水、亜塩素酸ナトリウム溶液、 

過酢酸製剤、次亜塩素酸水、食品添加物として使用できる有機酸溶液でも可 

これらを使用する場合、食品衛生法で規定する『食品、添加物等の規格基準』を遵守する 

～なぜ実施する必要があるの？～ 
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○加熱不足を回避するルール（例） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注）焼きムラが発生しないように、食品の規格（大きさ）をそろえたり、加熱機器のメンテナ 

ンスにも留意してください 

 

○基準を逸脱した時の対応（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                     

 

 

 

 

 

 

☛食品の加熱記録表 

中心部まで確実に加熱されていることを確認し、記録する 

＜加熱時確認項目＞ 

・加熱機器を作業指示通りに設定して食品を加熱し、校正また

は精度確認された中心温度計で、食品の中心温度を３点計測

して（煮物の場合は１点）75℃以上に達していることを確認

する 

（食品の中心温度は 75℃を 1分以上維持する） 

 

※二枚貝等ノロウイルスに汚染されている恐れのある食品の場合は 

85℃～90℃で 90秒間以上とする 

※加熱条件は、ここに記載されている同等以上の加熱で可 

＜中心温度が基準に満たない場合の対応＞ 

加熱機器の再調整や再加熱を行う 

＜記録＞ 

記録様式に再加熱等の場合の対応内容（再計測温度） 

を記録する 

 

※中心温度が基準に満たない事象が頻繁に発生する 

 場合は、機器のメンテナンスの検討や、フライヤー 

 等に入れる１回の投入量が適正であるか等確認し

てください。 

④ 

とても大切！ 

 

～なぜ実施する必要があるの？～ 
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○冷却不備に起因する菌の増殖を回避するルール（例） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

～冷却方法やその後の取扱いについての禁止事項～ 

 

加熱調理終了後、以下の要領で確実に冷却する 

＜冷却条件＞ 

・小分けにして冷却したり、氷水等を活用する等工夫して、食

品の温度をすみやかに下げる 

 

[参考]大量調理施設衛生管理マニュアル 

  ・30分以内に中心温度を 20℃以下まで冷却 または 

  ・60分以内に中心温度を 10℃以下まで冷却 

   

 

 

中心温度75℃1分以上に満たない中途半端な

再加熱 

常温での放冷や冷蔵庫から取り出して

長時間放置すること 

 

 

⑤ 

× 

～なぜ実施する必要があるの？～ 
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○加熱後常温放置に起因する菌の増殖を回避するルール（例）              
調理後の料理は適切な温度管理の下保管し、２時間以上放置しないようにしましょう！  

  
○常温放置に起因する菌の増殖を回避するルール（例）                     
調理後の料理は適切な温度管理の下保管し、２時間以上放置しないようにしましょう！ 

 

 
調理後、提供までに時間を要する場合、冷たい状態で提供する

ものは、食品を 10℃以下で保つことができる設備へ搬入する 
   

 
調理後、提供までに時間を要する場合、温かい状態で提供する

ものは、食品を 65℃以上で保つことができる設備へ搬入する 
 

⑥

⑦

～なぜ実施する必要があるの？～ 

～なぜ実施する必要があるの？～ 
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６.食物アレルギー 

〇食物アレルギーとは？ 

摂取した食物が原因となり、身体が食物に含まれるたんぱく質（アレルギー物質）を異物とし

て認識し、自分の身体を防御するために、じんましん・湿疹・下痢・嘔吐・咳・ぜん鳴（ゼー

ゼー）・まぶたの腫れなど過敏な反応を起こすことを食物アレルギーといいます。 

即時型のアレルギー反応のなかでも、じん麻疹や腹痛だけなど一つの臓器にとどまらず、皮膚、

呼吸器、消化器、循環器、神経など、複数の臓器の症状があらわれるものをアナフィラキシー

と呼びます。 

血圧低下や意識障害などのショック症状を伴う場合はアナフィラキシーショックと呼び、生命

をおびやかす危険な状態です。日本でも死亡事故が発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇特定原材料等 

食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度か

ら勘案して表示する必要性の高いものを食品表示基準において『特定原材料』として定め、

これら7品目の表示が義務付けられています。 

また、症例数や重篤な症状を呈する人の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比較

すると少ないものを『特定原材料に準ずるもの』として21品目が定められています。これら

を原材料として含む加工食品については、当該食品を原材料として含む旨を可能な限り表示

するよう努めることとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2020 年 6 月現在 
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〇アレルギー事故防止対策 

  アレルギー対応については施設によって方針や管理レベルが異なるため、現場では交差接触 

防止対策と最低限のアレルギー事故防止対策を講じた上で、さらに施設と協議の上アレルギ

ー対応の計画（対応方法）を再確認してください。 

＜これだけは最低限確実に！＞ 

 

＜アレルギー対応の概要フロー（例）＞ 

 

 

 

 

 

 

 



衛生管理計画

項目 なぜ必要？ 実施記録等

いつ

どのように

問題があった時

いつ

どのように

問題があった時

いつ

どのように

問題があった時

いつ

どのように

問題があった時

いつ

どのように

問題があった時

いつ

どのように

問題があった時

いつ

どのように

問題があった時

いつ

どのように

問題があった時

いつ

どのように

問題があった時

手洗い
食品への二次汚染を

防止するため

施設名：　　　　　　／　作成日：　　　年　月　日

方法

食品取扱者の衛生管理

（健康管理）

菌やウイルスを厨房へ

持ち込むことを防止す

るため

使用水の管理
安全な水を調理に使用

するため

検食の実施

有事の際に早急な原因

究明を行い被害の拡大

を抑えるため

緊急時の対応

重大な事故が発生した

場合、速やかな措置を

とるため

冷機器の温度管理

庫内に保管されている

食品中の菌の増殖を抑

えるため

加熱時の温度管理
確実に加熱殺菌を行う

ため

受入れ原材料の確認

食品事故や異物混入、

クレームの発生を未然

に防ぐため

生食用野菜・果物の殺

菌
確実に殺菌を行うため

P.34 衛生管理計画



衛生管理計画

項目 なぜ必要？ 実施記録等

いつ 都度（出勤時）

どのように 健康状態、手指の状態を確認する

問題があった時

感染が疑われる場合、保菌していないことが判明するまで調理作業に従事さ

せない

傷や手荒れがある場合は手袋を着用する

いつ

厨房に入る時、作業開始時、汚染作業区域から清潔作業区域に移動する時、

トイレの後、扱う食品が変わった時や作業の変わり目、生の食品に触れた

後、ゴミなどに触れた後

どのように 衛生的な手洗いを行う

問題があった時
作業中に従業員が必要なタイミングで手を洗っていないことを確認した場合

は、すぐに手洗いを行わせ、再教育を行う

いつ １日１回（始業時）

どのように 残留塩素濃度（0.1ppm以上）、濁り、異臭、異物を確認する

問題があった時 調理を中止する

いつ 毎日

どのように 原材料、調理済み食品を、食品毎に約50gずつ-20℃以下で２週間保管する

問題があった時 保健所等から要請があった際に提出する

いつ ４月初旬

どのように 緊急時の対応と緊急連絡網が最新版になっていることを確認する

問題があった時 最新版に差替えて保管する

いつ １日２回（始業時・就業時）

どのように 庫内の温度を確認する

問題があった時
扉を閉め、暫く置いて再度確認後、継続して基準を逸脱している場合は、機

器のメンテナンスや、保管中の食品を別の機器に移す

いつ 納品時

どのように 表面温度（触って）、期限、鮮度、包装の状態を確認する

問題があった時 返品、交換等の処置をとる

いつ 生食用の野菜や果物の殺菌時

どのように 適正な希釈で行われていることを確認する

問題があった時 再度適正な濃度で殺菌する

いつ 加熱時

どのように
中心温度を３点測定し（煮物の場合は１点）、75℃の達温を確認、そこから

さらに１分以上加熱を継続する

問題があった時 再加熱を行い、再度75℃の達温を確認、１分以上加熱を継続する

使用水の管理
安全な水を調理に使用

するため

使用水 点検記録

表

方法

食品取扱者の衛生管理

（健康管理）

菌やウイルスを厨房へ

持ち込むことを防止す

るため

手洗い
食品への二次汚染を

防止するため

施設名：安心ホーム　／　作成日：２０２０年３月３日

従業員 健康管

理記録表

食品の加熱記録

表

異常時の際の検

収記録

冷機器温度記録

表

野菜殺菌 記録

表

加熱時の温度管理
確実に加熱殺菌を行う

ため

受入れ原材料の確認

食品事故や異物混入、

クレームの発生を未然

に防ぐため

冷機器の温度管理

庫内に保管されている

食品中の菌の増殖を抑

えるため

生食用野菜・果物の殺

菌
確実に殺菌を行うため

緊急時の対応

重大な事故が発生した

場合、速やかな措置を

とるため

自社の緊急対応

マニュアル、連

絡網

検食の実施

有事の際に早急な原因

究明を行い被害の拡大

を抑えるため

P.35 衛生管理計画（記入例）



体調：下痢、発熱、嘔吐、吐き気、腹痛、感染症又はその疑いの症状がない

手など：手荒れ、傷、化膿創、顔面に吹き出物がなく、爪が伸びていない、また正しい身だしなみである

出勤時に全従業員が確認してください。不備がある場合は「×」を記入し、責任者に報告の上指示を仰ぎ、特記事項欄に対応内容を記入してください。

責任者

責任者

【特記事項】 ※×の場合の対応内容を記入する

20 日 21 日
月末確認

28 日 29 日 30 日26 日 27 日25 日22 日 23 日 24 日

10 日
名前

1 日 2 日 3 日 4 日

体調・手 体調・手

○×評価月

体調・手 体調・手 体調・手 体調・手

名前
17 日 18 日 19 日

11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日5 日 6 日 7 日 8 日 9 日

31 日

体調・手 体調・手体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手体調・手 体調・手 体調・手

体調・手 体調・手体調・手 体調・手体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手

従業員 健康管理 記録表

施設名：     　　　　

体調・手 体調・手 体調・手
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採水場所 始業時に点検し、結果を記入してください。

水質の評価は問題なければ「〇」、問題があればその番号（①～③）を記入してください。

残留塩素濃度は測定結果が0.1ppm以上であれば「〇」を記入し、0.1ppm未満の場合は「×」を記入してください。

水質と残留塩素濃度に問題がある場合は責任者に報告の上調理を中止し、特記事項欄に対応内容を記入してください。

水質

残留塩素濃度

実施者

責任者

水質

残留塩素濃度

実施者

責任者

【特記事項】 ※×の場合の対応内容を記入する

始業時 始業時 始業時

28 日 29 日 30 日 31 日

月末確認
始業時 始業時 始業時 始業時 始業時

22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日

始業時 始業時 始業時 始業時始業時 始業時 始業時

17 日 18 日 19 日 20 日 21 日

始業時 始業時

7 日 8 日 9 日 10 日

始業時 始業時 始業時 始業時始業時 始業時 始業時 始業時 始業時 始業時始業時 始業時 始業時 始業時

①無色透明で濁りはない 　②異臭はない 　③異物はない

残留塩素濃度 0.1ppm以上である

1 日 2 日 3 日 4 日

月 施設名：　　　　　 使用水 点検記録表 ○×評価
水質

11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日5 日 6 日
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月 冷機器　温度記録表

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

10℃以下

10℃以下

10℃以下

₋15℃以下

₋15℃以下

₋20℃以下

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

10℃以下

10℃以下

10℃以下

₋15℃以下

₋15℃以下

₋20℃以下

【特記事項】 ※温度が基準からはずれた場合、考えられる原因や対応内容を記入する

16 日5 日 6 日 7 日
機器　№ 基準

1 日 2 日 3 日 9 日 10 日 11 日 12 日4 日 13 日 14 日

基準温度 冷蔵庫：10℃以下　冷凍庫：－15℃以下　検食用冷凍庫： -20℃以下

施設名：　　　　　　

始業時と終業時に温度を確認し記入してください。基準温度を逸脱した場合は扉を閉め暫く置いて基準内であることを確認してください。

それでも基準を逸脱している場合は責任者に報告の上指示を仰ぎ、特記事項欄に対応内容を記入してください。

15 日

冷蔵庫①

冷蔵庫②

冷蔵庫③

冷凍庫①

冷凍庫②

検食用冷凍庫

実施者

責任者

8 日

31 日
月末確認

21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日

検食用冷凍庫

27 日 28 日 29 日 30 日
機器　№ 基準

17 日 18 日 19 日 20 日

冷蔵庫①

冷蔵庫②

冷蔵庫③

冷凍庫①

冷凍庫②

実施者

責任者
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基準

温度　　：冷凍→溶けていない、冷蔵→冷たい

施設名： 期限　　：納品日が期限内であること

鮮度　　：鮮度不良（変色、変質、異物、異臭、霜）がないこと

包装　　：包装に異常（破袋、穴、汚れ・ゴミの付着）がないこと

異常の際の検収記録表

異常があった場合に記録してください

問題があった場合は「×」を記入し、責任者に報告の上指示を仰ぎ、特記事項欄に対応内容を記入してください。

不備のあった納品商品 記録

責任者 特記事項
納品日 商品名 規格 単位 数量

温度

（○×）

期限

（〇×）

鮮度･包装

（〇×）
実施者
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月 野菜殺菌 記録表 〇×評価
規定濃度200ppm以上になるよう殺菌液を調整した

5分以上浸漬した

施設名：　　　　　
殺菌開始前に担当者が確認してください。

（○×）

日にち 品目

開始前200ppm以上になるように

調整し、5分以上浸漬した 実施者 責任者 特記事項

　月末確認
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月 食品の加熱記録表

施設名：　　　　　　
加熱時に、食品の中心温度を３点計測し記入してください（煮物の場合は１点）。

中心温度が未達であった場合、再加熱を行い特記事項欄に再計測の結果を記入してください。

日にち／区分 献立名 測定食品名

加熱調理

実施者 責任者
75℃･１分以上/二枚貝の場合85～90℃･90秒以上

中心温度(℃)

①　　　②　　　③

特記事項

(再加熱の結果等）

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕
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体調：下痢、発熱、嘔吐、吐き気、腹痛、感染症又はその疑いの症状がない

手など：手荒れ、傷、化膿創、顔面に吹き出物がなく、爪が伸びていない、また正しい身だしなみである

出勤時に全従業員が確認してください。不備がある場合は「×」を記入し、責任者に報告の上指示を仰ぎ、特記事項欄に対応内容を記入してください。

佐藤 晴美

秋山 花子

石田 太郎

藤井 由香

小林 将夫

荒木 晃一

責任者

責任者

【特記事項】 ※×の場合の対応内容を記入する

4/1手に傷があるため絆創膏をし衛生手袋を着用して対応した（小林）

体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手

11 日
名前

1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日

体調・手 体調・手 体調・手 体調・手体調・手

従業員 健康管理 記録表

24 日 25 日
名前

17 日 18 日 19 日 20 日

4 月 ○×評価

佐藤

体調・手 体調・手 体調・手

31 日
月末確認

26 日 27 日 28 日 29 日 30 日21 日 22 日 23 日

体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手 体調・手

施設名：安心ホーム

×

○

体調・手

○

○

○

○
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採水場所 始業時に点検し、結果を記入してください。

水質の評価は問題なければ「〇」、問題があればその番号（①～③）を記入してください。

残留塩素濃度は測定結果が0.1ppm以上であれば「〇」を記入し、0.1ppm未満の場合は「×」を記入してください。

水質と残留塩素濃度に問題がある場合は責任者に報告の上調理を中止し、特記事項欄に対応内容を記入してください。

水質

残留塩素濃度

実施者

責任者

水質

残留塩素濃度

実施者

責任者

【特記事項】 ※×の場合の対応内容を記入する

4/1　始業時、残留塩素濃度の試験紙が変色しませんでした、責任者に報告しました（藤井）

　→使用した試験紙が古かったようです、新しいものをおろし、再度検査して正常であることを確認できました（佐藤）

始業時 始業時 始業時 始業時 始業時 始業時始業時 始業時 始業時 始業時 始業時 始業時

始業時 始業時始業時 始業時始業時 始業時始業時 始業時始業時 始業時始業時 始業時始業時 始業時始業時

〇

×

藤井

始業時

月末確認
始業時 始業時 始業時

23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日 29 日 30 日 31 日

7 日 8 日 9 日 10 日

17 日 18 日 19 日 20 日 21 日

佐藤

22 日

①無色透明で濁りはない 　②異臭はない 　③異物はない

残留塩素濃度 0.1ppm以上である

厨房奥シンク

1 日 2 日 3 日 4 日

4 月 施設名：安心ホーム 使用水 点検記録表 ○×評価
水質

11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日5 日 6 日
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月 冷機器　温度記録表

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

10℃以下 5 5

10℃以下 5 5

10℃以下 5 11

₋15℃以下 -18 -19

₋15℃以下 -18 -18

₋20℃以下 -22 -22

藤井 荒木

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

始業

(℃)

終業

(℃)

10℃以下

10℃以下

10℃以下

₋15℃以下

₋15℃以下

₋20℃以下

【特記事項】 ※温度が基準からはずれた場合、考えられる原因や対応内容を記入する

4/1　冷蔵庫③　15分後に再検温を実施し５℃を確認した（荒木）

施設名：安心ホーム
始業時と終業時に温度を確認し記入してください。基準温度を逸脱した場合は扉を閉め暫く置いて基準内であることを確認してください。

それでも基準を逸脱している場合は責任者に報告の上指示を仰ぎ、特記事項欄に対応内容を記入してください。

機器　№ 基準
1 日 2 日 3 日 4 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日5 日 8 日 9 日 10 日

4 基準温度 冷蔵庫：10℃以下　冷凍庫：－15℃以下　検食用冷凍庫： -20℃以下

6 日

冷凍庫①

冷蔵庫③

冷蔵庫②

冷蔵庫①

7 日

実施者

検食用冷凍庫

冷凍庫②

責任者 佐藤

月末確認
21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日 29 日 30 日 31 日

実施者

検食用冷凍庫

機器　№ 基準
17 日 18 日

冷蔵庫③

冷凍庫②

冷凍庫①

冷蔵庫②

冷蔵庫①

19 日 20 日

責任者
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包装　　：包装に異常（破袋、穴、汚れ・ゴミの付着）がないこと

問題があった場合は「×」を記入し、責任者に報告の上指示を仰ぎ、特記事項欄に対応内容を記入してください。

不備のあった納品商品 記録

特記事項
納品日 商品名 規格 単位 数量

基準

温度　　：冷凍→溶けていない、冷蔵→冷たい

施設名：安心ホーム 期限　　：納品日が期限内であること

鮮度　　：鮮度不良（変色、変質、異物、異臭、霜）がないこと

温度

（○×）

期限

（〇×）

鮮度･包装

（〇×）
実施者

異常があった場合に記録してください

異常の際の検収記録表

破れていたため交換4月1日 ハム 1 パック 6 〇 〇 × 藤井 佐藤

責任者
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月 野菜殺菌 記録表4 〇×評価
規定濃度200ppm以上になるよう殺菌液を調整した

5分以上浸漬した

1 きゅうり 小林 佐藤

日にち 品目 実施者 責任者

施設名：安心ホーム
殺菌開始前に担当者が確認してください。

特記事項

（○×）

開始前200ppm以上になるように

調整し、5分以上浸漬した

〇

　月末確認
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76 76 74

79 80 78

81 ／ ／

献立名 測定食品名

加熱調理

実施者日にち／区分

4 月 食品の加熱記録表

施設名：安心ホーム
加熱時に、食品の中心温度を３点計測し記入してください（煮物の場合は１点）。

中心温度が未達であった場合、再加熱を行い特記事項欄に再計測の結果を記入してください。

石田朝・昼・間・夕 竜田揚げ 鶏肉 78℃

責任者
75℃･１分以上/二枚貝の場合85～90℃･90秒以上

中心温度(℃)

①　　　②　　　③

特記事項

(再加熱の結果等）

朝・昼・間・夕 ポークソテー 豚肉

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

秋山

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

里芋の煮物 里芋 秋山

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕

朝・昼・間・夕
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６.参考資料集 

〇食中毒事例、異物混入事例と対策 

 衛生管理が不十分な状態でお客様に食事を提供してしまった場合、事故やクレームという形で

問題になってしまうことがあります。実際に起こった事例から“どうすればよいか？”ポイン

トを確認・想定し、クレームや大きな問題（事故）にならないように注意しましょう。 
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〇参考となる文書、入手先 

参考となる文書 入手先 リンク      ※2020 年 6 月時点 

食品衛生法施行条例 管轄自治体  

食品等事業者が実施すべき管理運

営基準に関する指針（ガイドライ

ン） 

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits

uite/bunya/0000082847.html 

大量調理施設衛生管理マニュアル 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/06-

Seisakujouhou-11130500-

Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf 

学校給食衛生管理基準 文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/

20/07/08071616/001.htm 

弁当及びそうざいの衛生規範 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?data

Id=00ta5751&dataType=1&pageNo=1 

食品製造における HACCP 入門の

ための手引書[大量調理施設におけ

る食品の調理編] 

厚生労働省 手引書：https://www.mhlw.go.jp/file/06-

Seisakujouhou-11130500-

Shokuhinanzenbu/0000098995.pdf 

付録Ⅰ：https://www.mhlw.go.jp/file/06-

Seisakujouhou-11130500-

Shokuhinanzenbu/0000099013.pdf 

付録Ⅱ：https://www.mhlw.go.jp/file/06-

Seisakujouhou-11130500-

Shokuhinanzenbu/0000099135.pdf 

学校給食における食物アレルギー

対応指針 

文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/s

yokuiku/1355536.htm 

ノロウイルスに関する Q＆A 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits

uite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syo

kuchu/kanren/yobou/040204-1.html 

[書籍] はじめての衛生の手引き 公益社団法人 日本給食サービス協会 

[書籍] わかりやすい品質管理マニ

ュアル 

公益社団法人 日本給食サービス協会 

[書籍] わかりやすいリスク管理マ

ニュアル 

公益社団法人 日本給食サービス協会 

[書籍] わかりやすいノロウイルス

感染症・食中毒発生時の対応マニュ

アル 

公益社団法人 日本給食サービス協会 

[ﾘｰﾌﾚｯﾄ] 食品衛生ハンドブック 公益社団法人 日本給食サービス協会 

 



「衛生的手洗い」の手順

2

石けん液を適量とる

3

手の平と手の平

4

手の甲と手の平（両手）

5

指の間

6

親指（両手）

2 10２度手洗い（（ ）を２回くり返す～ が効果的！

1

流水でぬらす

7

指先と手の平（両手）

8

両手首

9

つめブラシ（両手）

10

流水でよくすすぐ

わすれずに わすれずにわすれずに

11

水気をしっかりふき取る

12

消毒剤をすり込む

ノロウイルス対策には！

サラヤ株式会社　衛生的手洗いの手順パネル④　59-0501-00-2PDFJT



HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書～委託給食事業者～
検討グループ

岩崎 史嗣
トモホールディングス株式会社・株式会社トモ 代表取締役社長
公益社団法人日本給食サービス協会 安全衛生委員会委員長
公益社団法人日本メディカル給食協会 副会長

池田 直人
株式会社LEOC 安全衛生管理本部本部長 専務執行役員
公益社団法人日本メディカル給食協会 理事 学術衛生委員会副委員長

高山 寿子
株式会社ニッコクトラスト メディカル事業部長
公益社団法人日本給食サービス協会 理事会社
公益社団法人日本メディカル給食協会 理事会社

篠崎 奈津
東京サラヤ株式会社 略

大塚 浩
東京サラヤ株式会社 略

事務局
公益社団法人日本給食サービス協会 専務理事 佐伯 弘一
公益社団法人日本メディカル給食協会 専務理事 千田 隆夫

＜ 以下省略 ＞

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書
～委託給食事業者～

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

令和２年●月 初版
発行 公益社団法人日本給食サービス協会

公益社団法人 日本メディカル給食協会
協力 東京サラヤ株式会社

本衛生管理のための手引書の著作権は、公益社団法人日本給食サービス
協会および公益社団法人日本メディカル給食協会に帰属します。
本書は、商用利用を禁じます。

※最後のページ※




